
終局年月日

■■■■

罪名符号

都道府県議会議員

参議院議員選挙違

参議院議員選挙違

参議院議員選挙違

参議院議員選挙違

参議院議員選挙違

参議院議員選挙違

都道府県議会議員

参議院議員選挙違

市区町村議会議員

参議院議員選挙違

裁判所名 事件番号

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

６
６

６
６

６
６

６
６

６
６

６

度
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和
和

年
令
令
令
令
令

令
令
令
令
、
令
令

広島高本庁

広島高本庁

広島高本庁

広島高本庁

広島高本庁

広島高本庁

CO60523

CO60522

CO60523

CO60418

CO60416

CO60612

CO5ウo115

CO5ウO117

CO5 "119

CO5ウO079

CO5ウO092

CO5 10111

CO60718広島高本庁 CO5 10114

広島高本庁 CO5 10083 CO60208

､



第16表 勾留・保釈関係の手続及び終局前後別人員

本 年 中 に 勾 留 を 取 り 消 さ れ た 人 員

刑 解 法 87 条 ．|’ 頬1

本
年

中
に

勾
留

状

披

終
局

前
後

別

を
《
発

付
さ

れ
た

刑
訴

法
則

条

う
ち

保
釈

失
効

人
員

刑
翫
法
麹
条

の

職謂
告

裁 判 所

人

梱求貝

a) 136
67

8

a)3 a)-
45

24

前
後

４
０

５
１

７
５

３
３

４

全 錘 判 所
■ ■ 己

3455

a) 69 ､）3 a）一

６

－
簡 易 裁 判 所

前
後

１
９

６
３

７１ ’
１

●

《｛》
》
・
か
一
四

a）一 a）一a) 67
61

8

４
７

４
１地 方 裁 判 所

前
後 41974

3002 2953

a)-a）一 副）一

１
６高 等 裁 判 所

前
後

９
９

１
６４

466

a)- 観）一a)-前
後最 高 裁 判 所

a) 被疑者数で外数である｡．



－全裁判所及び最高、全高等・地方・簡易裁判所

許
可
さ

れ
た

人
員

本
年

中
に

保
釈

を

執
行
を
停
止
さ
れ
た
人
員

本
年

中
に

勾
留

の

取
り
消
さ
れ
た
人
員

本
年

中
に

保
釈

を

刑
解

法
躯

条
の

３

う
ち

再
保

釈
人

員

条
の

保
釈

刑
解

法
帥

う
ち

a) 71

209

2

14111

623

１
３

５１

610

a）40

４

一

８
８

８３ ４

一

一

8

９
２

１
画

３７

‐

団

13601

5“

２
３

３１

550

1

a）一

５

－

２
５

２
５

１ ５

－

１

52

a）1
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目次に戻る

第17表 刑事雑事件の種類別新受人員
基本法条中法律名のないものは

地 方

並 判 所

最 高

裁 判 所

高 等

銭 判 所

捕 易

蕊 判 所
基 本 法 条 全 裁 判 所事 件 の 種 額

３
４

５
９

９
１

３
８

２
１

２
１

２
１

７
１

５
０

０
１

１
４

８

３
９

５
１

２
Ｂ

６

０
２

９
２

０
２

２
２ ３

２
３

８

３
０

２
１

７
２

２
５

５
７

３
２

５
１

６
１

１

８
６

２
１

５
４

６
９

１
６

７
６

２
１

１
４

４
５

５

０
３

７
１

４
５

４
４

２
６

５ ８
８

７
２

３
４

９
３

８
８

１
４

０
９

１
６

２
６

７

８
７

３
１

４

総 数

審判の併合並びに符翰の指定及び移転・移送の鯖求

接 見 禁 止 等 の 鋪 求

９１

■

７１

や

６１

勺

５１

℃
１

８
８

４

｛麓鱸：：：勾衝理由開示

の 諭 求 }“

３
０

８
２

４０１

９
２３

勾 留 取 禰 し の EW 求

保 釈 の 鮴 求

保 釈 取 消 し の 1W 求

勾 留 軌 行 停 止 の 取 禰 し の 鯖 求

係 釈 保 証 金 没 取 の 論 求

起 癖 前 の 勾 碕 延 長 及 び 再 延 長 の 鯆 求

87，91

88，91

961．Ⅳ、98の10

961.Ⅳ、98の10

96Ⅶ

208，208の2

{:鷺

１

38542

４
１

８
２

６
０７２ 一

一
１

旺 瓢 開 示 に 閲 す る 裁 定 の 鯖 求

2

７
７

７
３

９
４

２

刑 の 執 行 猫 予 貴 渡 取 消 し の 蛎 求

１
０

６
９

２
４

３ ４
３

８
５

２

349

う ち 保理観察に付された刑の執行猶予の

首 注 敢 消 し の 鮪 求

２
１

３

５
８

２
３

１
７

５
１

１
９

２
３

９
５

９
９

３
１

７

５
６

１
５４

９
０

２
３

４
４

ｒ
ｌ

杭 告準

６
６７０５６３

6

玩 睦 法 上 の 令 状 砺 求 168,1”、204,205,210,218,509,515

都

そ の 他 訴 訟 法 上 の 諦 求 8997 4739 34 282］.26，98の8,123,2Z2,299の51,348

362,467,501,502,513、刑解規13,15,

65の2等

9196

符 別 法 上 の 令 択 砺 求 少年法6の5,43、税犯法2

関税法121、更生保適法63
逃亡犯罪人引渡法5，25梓

】025211 081 829

う ち 少 年法 に よ る 観護 松の 蹄 求

、う ち 国税犯則取繍法等による令状鋪求

そ の 他 特 別 法 上 の 鯖 求 1〉

少年法43

税犯法2、関税法121弊

９
８

１

４
７

５
３

７
６

９
１

８
８

３
１

２
２

３９

１
０

０
３

５
４

１
４

６１

少年法45、刑将法151．Ⅱ、16、

国連刑特法71．，、検審法37、

没収応措法3，逃亡犯罪人引極

法8、組織的犯罪処佃法181V．Ⅵ、22,

23,26,32,37,42,43、47,

6武66，67，73、麻薬特例法16m・剛

19，20，23等

裁判貝法31，3の21,

35,41,42、乳3，711．

721・Ⅱゞ93，94

戴判員逵35

8

餓 判 員 怯 上 の g日 求 等 8 8

う ち 理由を示した不適任賄求却下決定

に 対 す る 異 醸 申 立 て

う ち 銭判貝・補充裁判員の解任繍求 威判員法41

践判員法42，94

１

う ち 裁判員呼の解任・選定取柄納求

却下決定に対する異議申 立て

１
１

１
２

その他特別法上の砺求に計上するもののうち、刑率損害賎債命令事件に関する申立てで民事雑事件に酸当するものについては、件数を計上した。

「鮮舩法上の令状鯖求』には、裁判の執行に関十ろ令状諦求についても計上する．
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目次に戻る

－全裁判所及び最高、全高等・地方・簡易裁判所
全て刑事訴訟法である。

簡 易

栽 判 所

地 方

鮫 判 所

高 雰

哉 判 所

最 高

裁 判 所
事 件 の 種 顕 蓬 木 法 条 金 薮 判 所

（最 高 裁 判 所 に つ い て の み 計 上〉

上 告 秦 却 決 定 に 対 す る 異 醸 申 立 て

訴酸費用続行免除申立て棄却決定に対する異遜申立て

再 審 珊 求 棄 却 決 定 に 対 す る 異 鍾 申 立 て

勾何取消し硝求却下淡 定に 対する異 鮭申 立て

勾留理由開示鯖求却下決定に対する異躍申立て

鮫判官に対する忌避申立て却下決定に対す異遜申立て

保 釈 請 求 却 下 決 定 に 対 す る 異 鍾 申 立 て

哉判の疑鏡の解釈の申立て棄却淡定に対十る異継申立て

裁 判 の 執 行 の 異 磯 申 立 て

裁判所書程宮に対する忌避申立て却下決定に対する異躍申

414,385Ⅱ、386n，428

９
１

４
２

２
２

２
１

１
１

０
１

６ ９
１

４
２

２
２

０
１

６

右
Ⅱ
０

【
１
日

(付表）

|闇”； |鶚．：|鷺”：’
簡 易

戦 判 所

地 方

叙 判 所

高 毎

銭 判 所

最
蛾 商

判 所
事 項 基 本 法 条 捻 数

接 見 禁 止 等 の 謂 求 の 禁 止 決 定 81

３
０

９
２

８
８

８
０

８
３

３

２４ １
２

８
６

６
０

３

０
２

１

６１ ９
８

１
６

１
７

８
６

８
１

１

６２ ３

－

｛：：潟：霊勾留理由開示の

実 施 }"．‘ ,”

起 瞬前 の 勾冒延長及び再廷長の 硝 求 の 却下

検 察 宮 の 鯖 求征槌開示に関す

｛ろ戟定の錆求の

露容決定（－部 彼 告 人 側 の 請 求
腿容を含む。）

｛：典画｡〃・鴬
鉦拠開示に関す

る裁定の錆求の

却下決定弊

208，．208の2

１
１

316の25】

1

46

1

45

316の261

1

{i:
裁判員法35

裁判員濫41

裁判員法42、“

０
４

８
２

８２ ０
３

８
２

８２

翠抗告による原独判又は原処分の取消 し・変更

】

裁判貝法上の異磯申立てによる原鮫判の取柵し・不選任提定

凸

錆求 に典 ろ戟判 員 ・ 補充裁判 員 の解 任 決 定 II

蛾 判 員 法 上 の 異 鍾 申 立 て に よ る 原 裁 判

の 取 澗 し ・ 解 任 （ 選 定 敗 湖 〉 決 定


